
 
鹿屋市告示第310号 

 鹿屋農業振興地域整備計画（以下「整備計画」という。）を変更するので、農業振興地域の

整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第13条第４項で準用する同法第11条第１項の規定に
より告示し、整備計画の変更案及び変更する理由を記載した書面を次により縦覧に供する。 
 なお、鹿屋市の住民は、整備計画の変更案に対し意見があるときは、縦覧期間満了の日まで
に、鹿屋市に意見書を提出することができる。 
 また、整備計画の変更案のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者
その他その土地に関し権利を有する者は、農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令
和８年６月12日の翌日から起算して15日以内にこれを鹿屋市に申し出ることができる。 
   令和８年５月14日 

                                           鹿屋市長  郷原 拓男 
１ 農用地利用計画の変更案の縦覧期間 
  自  令和８年５月14日 
  至  令和８年６月12日 
 
 
２ 農用地利用計画の変更案の縦覧場所 
  鹿屋市役所農林商工部農政課 
  輝北総合支所産業建設課 
  串良総合支所産業建設課 

吾平総合支所産業建設課 
 
 
３ 変更案の内容及び変更理由 

変更する計画 変更の内容 変更後の用途 

農用地利用計画 

次の土地を農用地区域から除外及び 

用途区分変更する。 

農業振興地域の整備に関する法律第13条第１項

及び第２項 
各筆の変更後の用途については次のとおり 

川西町 3945番２の一部 

（地目：畑 500㎡） 
一般住宅 

新川町 74 番５ 

（地目：畑 1,182 ㎡） 
アパート 

下祓川町 2272 番１ 

（地目：畑 2,086 ㎡） 
特定建築条件付売買予定地 

札元二丁目 3742 番１ 

（地目：畑 1,261㎡） 
特定建築条件付売買予定地 

旭原町 2648 番１ 

（地目：畑 1,762㎡） 
特定建築条件付売買予定地 

串良町細山田 5836 番４ 

（地目：畑 1,274㎡） 
資材置場 

 
４ 意見書の提出について 
(1)   提出先 

鹿屋市役所農林商工部農政課 
(2) 提出期限 

令和８年６月12日 

(3) 提出方法 
  直接持参、ファックス、電子メール、郵便等により提出すること。なお、電話での意見
は受け付けない。 

(4)   提出者 
  意見書を提出できる者は、鹿屋市に住所を有する者（鹿屋市に事務所を有する法人を含



 
む）とする。 

 

(5) 記載上の注意点 
ア 個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者 
 名及び事務所の所在地を必ず記載すること。 
イ 意見の内容は、整備計画の変更案に対するものに限ること。 
 

(6) 意見書の取扱い 
  意見書に対しては、個別の回答は行わず、次の事項の全てに該当することが確認された
意見書について、その要旨及び処理結果と整備計画を変更した旨の公告を併せて告示する。 
ア 意見を提出した者が、鹿屋市の住民であること。 

  イ 意見の提出が、整備計画の変更案の縦覧期間内に行われていること。 
  ウ 提出された意見の対象が、整備計画の変更案に係るものであること。 


